
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
係
る
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
齢
保
健
福
祉
課
）　

一

○
牛
深
漁
港
区
域
内
に
か
か
る
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正　
　
　
　
　

（
漁　

港　

課
）　

二

　
　

公　
　

告

○
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
都
市
計
画
課
）　

二

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
設
立
の
認
証
申
請　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
県
民
生
活
総
室
）　

二

○
道
路
位
置
の
指
定
の
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
建　

築　

課
）　

二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届
出　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
商
工
政
策
課
）　

三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
計
画
課
）　

三

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
建　

築　

課
）　

四

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

四

　
　

登　

載　

依　

頼

○
市
町
村
合
併
支
援
会
議
の
会
議
の
開
催　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
合
併
支
援
会
議
）　

四

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
裁
決
手
続
開
始
決
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
用
委
員
会
）　

四

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

五

○
自
然
環
境
保
全
審
議
会
鳥
獣
部
会
の
会
議
の
開
催　
　
　
　
　
　
　

（
自
然
環
境
保
全
審
議
会
）　

五

○
教
育
会
議
の
会
議
の
開
催　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
会
議
）　

五

○
熊
本
県
立
高
等
学
校
入
試
制
度
検
討
委
員
会
の
会
議
の
開
催　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
熊
本
県
立
高
等
学
校
入
試
制
度
検
討
委
員
会
）　

六

○
自
然
環
境
保
全
審
議
会
自
然
保
護
部
会
の
会
議
の
開
催　
　
　
　
　

（
自
然
環
境
保
全
審
議
会
）　

六

○
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
の
選
挙
期
日
等
の
決
定　
　

（
選
挙
管
理
委
員
会
）　

七

○
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
の
選
挙
長
及
び
選
挙
長
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
選
挙
管
理
委
員
会
）　

七

○
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
の
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
（　
　
　

〃　
　
　

）　

七

○
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と

　

が
で
き
る
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）　

七

○
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
の
投
票
用
紙
の
様
式　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）　

七

○
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
の
実
費
弁
償
及
び
報
酬
の
最
高
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）　

八

○
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
の
政
治
活
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
検
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）　

八

○
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
の
開
票
の
事
務
と
選
挙
会
の
事
務
を
併
せ
て
行
わ
な

　

い
旨
の
告
示　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）　

九

○
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日

　

時　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）　

九

　
　

正　
　

誤

○
平
成
十
四
年
二
月
二
十
二
日
熊
本
県
公
告
第
百
十
九
号
（
ふ
る
さ
と
熊
本
の
樹
木
の
登
録
）
の
訂

　

正　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
自
然
保
護
課
）　

九

熊
本
県
告
示
第
百
六
十
九
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

【
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
】
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

こ
ん
ど
う
整
形
外
科

球
磨
郡
免
田
町
甲
二
千
七
百
九
十
一
番

地

変　

更　

事　

項

事
業
所
の
名
称

事
業
者
の
名
称

変　

更　

後　

の　

内　

容

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
こ
ん

ど
う
整
形
外
科

医
療
法
人
藤
風
会
こ
ん
ど
う
整
形

外
科



熊
本
県
告
示
第
百
七
十
号

　

昭
和
五
十
七
年
三
月
十
三
日
熊
本
県
告
示
第
三
百
九
号
（
牛
深
漁
港
区
域
内
に
か
か
る
海
岸
保
全
区
域

の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
告
示
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

天
草
西
沿
岸
牛
深
漁
港
牛
深
地
区
海
岸
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

熊
本
県
公
告
第
百
五
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の

写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

熊
本
都
市
計
画
地
区
計
画
東
畑
地
区
地
区
計
画

二　

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

　
　

熊
本
県
土
木
部
都
市
計
画
課

熊
本
県
公
告
第
百
五
十
八
号

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
二
日

二　

名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
熊
本
技
術
士
の
会

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

青
山　

次
則

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

熊
本
県
熊
本
市
保
田
窪
一
丁
目
一｜

三
十
五

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
広
く
熊
本
県
民
に
対
し
て
科
学
技
術
を
通
じ
て
、
ま
ち
づ
く
り
、
環
境
の
保
全
、
災

　

害
救
援
そ
し
て
地
域
の
安
全
等
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、地
域
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

熊
本
県
公
告
第
百
五
十
九
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
行
っ

た
昭
和
五
十
七
年
二
月
二
十
三
日
熊
本
県
指
令
玉
土
第
十
九
の
二
十
一
号
の
道
路
位
置
指
定
は
次
の
と
お

り
変
更
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

築
造
者
の
住
所　

埼
玉
県
所
沢
市
神
米
金
二
四
番
地
の
八

二　

築
造
者
の
氏
名　

森
永
俊
輔

三　

道
路
の
位
置　

玉
名
市
中
字
寺
畑
一
五
八
九
番
四
及
び
同
一
五
九
二
番
四

四　

道
路
の
幅
員　

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

五　

道
路
の
延
長　

六
十
七
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

六　

指
定
年
月
日　

平
成
十
四
年
一
月
十
日

七　

指
定
番
号　

玉
名
景
建
第
九
十
七
号
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船
津

地
先

一
号
、
二
号
、
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
一
号
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に

よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

註一
号
点　

牛
深
市
牛
深
町
字
加
世
浦
三
〇
三
一
番
二
一
地
内
に
設
置

　
　
　
　

さ
れ
た
標
柱

二
号
点　

牛
深
市
牛
深
町
字
船
津
二
六
九
四
番
四
地
内
に
設
置
さ
れ

　
　
　
　

た
標
柱

　

イ
点　

二
号
点
か
ら
一
八
三
度
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

ロ
点　

イ
点
か
ら
二
八
二
度
一
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

ハ
点　

ロ
点
か
ら
二
九
三
度
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

公　
　
　
　

告



熊
本
県
公
告
第
百
六
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
及
び
面
積

　
　

菊
池
郡
合
志
町
大
字
豊
岡
字
須
屋
久
保
二
〇
〇
〇
番
一
七
七
一

　
　

二
百
六
十
五
・
五
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

菊
池
郡
合
志
町
大
字
豊
岡
二
〇
〇
〇
番
地
一
二
二
六

　
　

牧
野　

光
洋

熊
本
県
公
告
第
百
六
十
一
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
そ
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
届
出

及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

ニ
コ
ニ
コ
堂
菊
南
店

　
　

熊
本
県
菊
池
郡
西
合
志
町
須
屋
上
の
原
一
九
三
六｜

一

二　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

　
　
　

変
更
前　

開
店
時
刻
午
前
十
時　

閉
店
時
刻
午
後
九
時

　
　
　

変
更
後　

二
十
四
時
間
営
業
（
ニ
コ
ニ
コ
堂
の
み
）

　

２　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　

変
更
前　

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

　
　
　

変
更
後　

二
十
四
時
間

　

３　

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　

変
更
前　

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

　
　
　

変
更
後　

二
十
四
時
間

三　

変
更
す
る
年
月
日

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
日

四　

変
更
に
係
る
事
項
以
外
の
届
出
事
項

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

　
　
　

株
式
会
社
ニ
コ
ニ
コ
堂
ほ
か
十
三

　

２　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
　

八
、
〇
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　

３　

駐
車
場
の
収
容
台
数

　
　
　

三
八
五
台

　

４　

駐
輪
場
の
収
容
台
数

　
　
　

二
一
〇
台

　

５　

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

　
　
　

九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

　

６　

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

　
　
　

八
四
立
方
メ
ー
ト
ル

　

７　

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　

九
か
所

五　

届
出
年
月
日

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
二
日

六　

届
出
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

　
　

熊
本
県
商
工
観
光
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
熊
本
県
菊
池
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日
か
ら
平
成
十
四
年
七
月
七
日
ま
で

熊
本
県
公
告
第
百
六
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
二
年
八
月
九
日
付
け
で
確
定
し
た
県
営
八
代
平
野
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
の

計
画
の
一
部
を
変
更
し
た
い
の
で
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
と
も
に
こ
の
旨
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

事
業
計
画
変
更
の
概
要

　
　

県
営
八
代
平
野
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
計
画
変
更
概
要
書

二　

公
告
場
所

　
　

八
代
市
役
所
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熊
本
県
公
告
第
百
六
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
及
び
面
積

　
　

菊
池
郡
菊
陽
町
大
字
津
久
礼
字
久
保
二
八
二
五
番

　
　

千
七
百
三
十
七
・
一
九
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

大
阪
市
西
淀
川
区
佃
五
丁
目
七
番
四
三
号

　
　

信
和
株
式
曾
社

熊
本
県
公
告
第
百
六
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
及
び
面
積

　
　

鹿
本
郡
植
木
町
大
字
清
水
字
堤
ケ
平
四
六
七
八
番
二
、
同
四
六
七
八
番
四
、
同
字
大
久
保
四
八
六
五

　

番
二
、
同
四
八
六
五
番
三
、
同
四
八
八
九
番
二
、
同
四
八
九
六
番
及
び
区
域
に
含
ま
れ
る
里
道
の
一
部

　
　

三
万
六
千
五
百
四
十
一
・
九
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

熊
本
市
南
千
反
畑
町
三
番
一
号

　
　

熊
本
県
経
済
農
業
協
同
組
合
連
合
会

熊
本
県
市
町
村
合
併
支
援
会
議
公
告
第
二
号

　

熊
本
県
市
町
村
合
併
支
援
会
議
の
会
議
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
市
町
村
合
併
支
援
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

座　

長　

渡　

邊　

榮　

文

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
（
金
）

　
　

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で
（
予
定
）

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
公
園
二
十
八
番
五
十
一
号

　
　

熊
本
テ
ル
サ　

三
階
「
た
い
樹
」
の
間

三　

内
容

　

１　

報
告
事
項

　
　
　
　

市
町
村
合
併
に
向
け
た
動
き
に
つ
い
て

（一）

　
　
　
　

市
町
村
合
併
に
係
る
県
の
来
年
度
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

（二）

　

２　

議
題

　
　
　

「
市
町
村
合
併
の
推
進
に
つ
い
て
」
（
提
言
素
案
）
に
つ
い
て
の
協
議

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
会
議
の
会
場
に
お
い
て
受
付
の
う
え
、
事

　
　

務
局
の
指
示
に
従
い
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
総
務
部
市
町
村
総
室
市
町
村
合
併
推
進
室

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
三
三
八
九
）

熊
本
県
収
用
委
員
会
公
告
第
六
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
収
用
委
員
会　

会
長　

塚　

本　
　

侃

一　

起
業
者
の
名
称　

熊
本
県

二　

事
業
の
種
類　

一
般
国
道
二
六
六
号
改
築
工
事
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三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積

　
　

所
在　

熊
本
県
宇
土
郡
三
角
町
前
越
字
清
水

四　

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

山
村
ミ
ス
エ　

熊
本
県
宇
土
郡
三
角
町
大
字
中
村
九
五
一
番
地

五　

関
係
人
の
権
利
の
内
容
、
氏
名
及
び
住
所

　
　

な　

し

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

熊
本
県
収
用
委
員
会
公
告
第
七
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
収
用
委
員
会　

会
長　

塚　

本　
　

侃

一　

起
業
者
の
名
称　

日
本
鉄
道
建
設
公
団

二　

事
業
の
種
類　

九
州
新
幹
線
新
八
代
（
仮
称
）・
西
鹿
児
島
間
線
路
建
設
工
事
及
び
こ
れ
に
伴
う
附

　

帯
工
事
並
び
に
市
道
及
び
農
業
用
用
水
路
付
替
工
事

三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積

（
一
）
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地

　
　

所
在　

熊
本
県
水
俣
市
古
城
三
丁
目

（
二
）
使
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地

　
　

所
在　

熊
本
県
水
俣
市
古
城
三
丁
目

四　

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

一
期�
藤
壹　

熊
本
県
水
俣
市
浜
町
一
丁
目
六
番
三
号

五　

関
係
人
の
権
利
の
内
容
、
氏
名
及
び
住
所

　
　

仮
登
記
及
び
差
押　

吉
原
又
吉　

福
岡
県
柳
川
市
大
字
旭
町
五
四
番
地
一

　
　

根
抵
当
権　

大
島
昌
司　

東
京
都
杉
並
区
桃
井
四
丁
目
一
二
番
二
一｜

四
〇
六
号

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

熊
本
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
鳥
獣
部
会
公
告
第
二
号

　

熊
本
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
鳥
獣
部
会
の
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
き
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

部
会
長　

松　

坂　

理　

夫

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
（
木
）

　
　

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
テ
ル
サ
二
階
り
ん
ど
う
・
つ
ば
き

三　

議
題

　

１　

第
九
次
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

　

２　

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

　

３　

メ
ス
ジ
カ
捕
獲
禁
止
区
域
の
設
定
に
つ
い
て

四　

傍
聴
人
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続
き

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
部
会
長
の
許

　
　

可
を
得
た
う
え
で
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
手
続
き
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
環
境
生
活
部
自
然
保
護
課
野
生
鳥
獣
班

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
七
四
五
七
）

熊
本
県
教
育
会
議
公
告
第
六
号

　

平
成
十
三
年
度
熊
本
県
教
育
会
議
の
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。
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地　
　

番

壱
七
七
八
番

地　
　

目

公
簿

田

現
況

雑
種
地

地　
　
　
　
　

積

公
簿
（
㎡
）

五
四
弐

実
測
（
㎡
）

五
四
弐
・
〇
〇

決
定
し
た
面
積

（
㎡
）

四
〇
八
・
弐
〇

地　
　

番

参
七
弐
番

地　
　

目

公
簿

畑

現
況

雑
種
地

地　
　
　
　
　

積

公
簿
（
㎡
）

壱
弐
壱

実
測
（
㎡
）

壱
弐
壱
・
弐
五

決
定
し
た
面
積

（
㎡
）

参
・
九
六

地　
　

番

参
七
弐
番

地　
　

目

公
簿

畑

現
況

雑
種
地

地　
　
　
　
　

積

公
簿
（
㎡
）

壱
弐
壱

実
測
（
㎡
）

壱
弐
壱
・
弐
五

決
定
し
た
面
積

（
㎡
）

弐
・
弐
八



　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
は
、
次
の
と
お
り
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
長　

田　

中　

力　

男

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
九
日
（
火
）

　
　

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
市
水
前
寺
一
丁
目
三
十
三
番
十
八
号

　
　

水
前
寺
共
済
会
館　

一
階
「
芙
蓉
の
間
」

三　

議
題
（
予
定
）

　
　

熊
本
県
教
育
会
議
の
ま
と
め
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人
程
度

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
受
付
の
う
え
、

　
　

事
務
局
の
指
示
に
従
い
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
教
育
会
議
事
務
局
（
熊
本
県
教
育
庁
総
務
企
画
課
教
育
企
画
室
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
六
六
一
九
）

熊
本
県
立
高
等
学
校
入
試
制
度
検
討
委
員
会
公
告
第
二
号

　

第
二
回
熊
本
県
立
高
等
学
校
入
試
制
度
検
討
委
員
会
の
会
議
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
立
高
等
学
校
入
試
制
度
検
討
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

米　

沢　

和　

彦

一　

日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
六
日
（
火
）

　
　

午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

二　

場
所

　
　

熊
本
市
水
前
寺
公
園
二
八｜

五
一

　
　

熊
本
テ
ル
サ　

た
い
樹
の
間

三　

議
題
（
予
定
）

　
　

当
面
す
る
課
題
に
つ
い
て

　
　

１　

平
成
十
五
年
度
入
試
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て

　
　

２　

そ
の
他

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　
　

会
議
の
傍
聴
の
受
付
は
、
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
一
時
五
十
分
ま
で
会
議
の
会
場
入
口
に
お
い

　

て
行
い
、
検
討
委
員
会
の
会
長
が
認
め
た
う
え
で
、
事
務
局
の
案
内
に
よ
り
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と

　

が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
受
付
終
了
時
点
で
定
員
を
超
え
る
希
望
者
が
あ
っ
た
場
合
は
、
抽
選
に
よ
り

　

傍
聴
者
を
決
定
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
県
立
高
等
学
校
入
試
制
度
検
討
委
員
会
事
務
局
（
熊
本
県
教
育
庁
高
校
教
育
課
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
六
六
五
六
）

熊
本
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
自
然
保
護
部
会
公
告
第
一
号

　

熊
本
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
自
然
保
護
部
会
の
会
議
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
き
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
然
保
護
部
会
長　

今　

江　

正　

知

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
九
日
（
火
）

　
　

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
市
水
前
寺
公
園
二
十
八
番
五
十
一
号

　
　

熊
本
テ
ル
サ
二
階
「
ひ
ば
り
」

三　

議
題

　

１　

「
熊
本
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
年
十
二
月
二
十
二
日
条
例
第
六
十

　
　

一
号
）
」
の
改
正
の
是
非
及
び
改
正
の
検
討
項
目
等
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人
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五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
部
会
長
の
許

　
　

可
を
得
た
う
え
で
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
き
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
環
境
生
活
部
自
然
保
護
課
自
然
環
境
班

　
　

（
電
話
〇
九
六｜
三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
七
四
五
六
）

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
熊
本
県

議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
を
次
の
と
お
り
行
う
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

宮　

本　

卓　

治

　

選
挙
期
日　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
七
日

　

選
挙
を
す
べ
き
議
員
の
数　
　

一
人

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

　

平
成
十
四
年
三
月
十
七
日
執
行
の
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び

選
挙
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
欠
け
た
と
き
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

宮　

本　

卓　

治

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

　

平
成
十
四
年
三
月
十
七
日
執
行
の
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場

所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

宮　

本　

卓　

治

　

場　

所　

水
俣
市
総
合
も
や
い
直
し
セ
ン
タ
ー　

三
階
会
議
室

　
　
　
　
　

（
水
俣
市
牧
ノ
内
三｜

一
）

　

日　

時　

平
成
十
四
年
三
月
十
八
日　

午
後
一
時
三
十
分

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

　

平
成
十
四
年
三
月
十
七
日
執
行
の
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲

示
場
に
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
の
で
き
る
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

宮　

本　

卓　

治

　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

　

平
成
十
四
年
三
月
十
七
日
執
行
の
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
用
い
る
投
票
用
紙
の

様
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

宮　

本　

卓　

治
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区　
　
　
　
　
　

分

選　
　
　

挙　
　
　

長

選
挙
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
欠

け
た
と
き
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
者

氏　
　

名

緒
方　

豊

平
田　

靖
夫

住　
　
　
　
　
　
　

所

熊
本
県
水
俣
市
古
城
一
丁
目
一
一
番
一
二｜

八

号熊
本
県
水
俣
市
八
ノ
窪
町
一
丁
目
一
番
一
八
号



　
　

備　

考

　
　
　

１　

規
格
は
、
縦
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

　
　
　

２　

紙
の
色
は
、
水
色
と
す
る
。

　
　
　

３　

文
字
は
、
黒
色
と
す
る
。 

　
　
　

４　

「
熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
之
印
」
は
刷
り
込
み
と
す
る
。

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

　

平
成
十
四
年
三
月
十
七
日
執
行
の
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
い
て
、
公
職
選
挙

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
選
挙

運
動
に
従
事
す
る
者
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
実
費
弁
償
の
最
高
額
、
選
挙
運
動
の
た
め
使
用
す

る
労
務
者
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
報
酬
及
び
実
費
弁
償
の
最
高
額
並
び
に
選
挙
運
動
に
従
事
す

る
者
（
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
員
並
び
に
専
ら
同
法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
又
は
船
舶
の
上
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
者
及

び
専
ら
手
話
通
訳
の
た
め
に
使
用
す
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
報
酬
の
最
高
額

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

宮　

本　

卓　

治

１　

選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
一
人
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
実
費
弁
償
の
額

　

イ　

鉄
道
賃　

鉄
道
旅
行
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
旅
客
運
賃
等
に
よ
り
算
出
し
た
実
費
額

　

ロ　

船　

賃　

水
路
旅
行
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
旅
客
運
賃
等
に
よ
り
算
出
し
た
実
費
額

　

ハ　

車　

賃　

陸
路
旅
行
（
鉄
道
旅
行
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
た
実
費
額

　

ニ　

宿
泊
料　

（
食
事
料
二
食
分
を
含
む
。
）　

一
夜
に
つ
き
一
万
二
千
円

　

ホ　

弁
当
料　

一
食
に
つ
き
千
円
、
一
日
に
つ
き
三
千
円

　

へ　

茶
菓
料　

一
日
に
つ
き
五
百
円

２　

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
労
務
者
一
人
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
報
酬
の
額

　

イ　

基
本
日
額　

一
万
円
以
内

　

ロ　

超
過
勤
務
手
当　

一
日
に
つ
き
基
本
日
額
の
五
割
以
内

３　

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
労
務
者
一
人
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
実
費
弁
償
の
額

　

イ　

鉄
道
賃
、
船
賃
及
び
車
賃　

そ
れ
ぞ
れ
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
額

　

ロ　

宿
泊
料
（
食
事
料
を
除
く
。
）　

一
夜
に
つ
き
一
万
円

４　

選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
報
酬
の
額

　

イ　

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
員　

一
人
一
日
に
つ
き
一
万
円
以
内

　

ロ　

専
ら
同
法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
又
は

　
　

船
舶
の
上
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
者　

一
人
一
日
に
つ
き
一
万
五
千
円
以
内

　

ハ　

専
ら
手
話
通
訳
の
た
め
に
使
用
す
る
者　

一
人
一
日
に
つ
き
一
万
五
千
円
以
内

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

　

平
成
十
四
年
三
月
十
七
日
執
行
の
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
い
て
使
用
す
る
熊

本
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
平
成
十
二
年
熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号
）
第
百
十
三
条
に
規

定
す
る
印
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

宮　

本　

卓　

治
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熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

　

平
成
十
四
年
三
月
十
七
日
執
行
の
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
け
る
開
票
の
事
務

と
選
挙
会
の
事
務
は
併
せ
て
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

宮　

本　

卓　

治

熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
選
挙
長
告
示
第
一
号

　

平
成
十
四
年
三
月
十
七
日
執
行
の
熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会
人

の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
議
会
議
員
水
俣
市
選
挙
区
補
欠
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

選
挙
長　

緒　

方　
　
　

豊

１　

場　

所　

水
俣
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
水
俣
市
陣
内
一
丁
目
一
番
一
号
）

２　

日　

時　

平
成
十
四
年
三
月
十
四
日　

午
後
五
時
三
十
分

　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
二
日
熊
本
県
公
告
第
百
十
九
号
（
ふ
る
さ
と
熊
本
の
樹
木
の
登
録
）
中
に
誤
り

が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。
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正　
　
　
　

誤

ペ
ー
ジ

五

段上

正

上
益
城
郡
御
船
町
七
滝
字
下
金
目
二
九

〇
二

誤

上
益
城
郡
御
船
町
七
倉
字
下
金
目
二
九

〇
二
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発　
行　
所　

熊　
　
　

本　
　
　

県　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
市
国
府
四
丁
目
一
〇｜

一
八

平
成
十
四
年　
三　
月　

八　

日
印
刷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
所　

株
式
会
社　
　
　

秀　
　
　

巧　
　
　

社

平
成
十
四
年　
三　
月　

八　

日
発
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
㈹
〇
九
六｜

二
八
六｜

二
二
二
一
番

古紙配合率１００％


